
津市訓令第４１号  

                              庁中一般  

                              出先機関  

  津市地域包括支援センター設置規程を次のように定める。  

    平成１８年３月３１日  

 

                      津市長 松 田 直 久  

 

      津市地域包括支援センター設置規程  

  （設置）  

第１条 この規程は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の３

９第２項の規定に基づき、地域包括支援センター（以下「センター」という。

を設置する。  

 （所掌事務）  

第２条 センターは、次に掲げる業務を行う。  

(1) センターの運営に関すること。  

(2) 介護予防事業及び新予防給付に関する介護予防ケアマネジメントに関す  

ること。  

(3) 高齢者等の総合相談及び支援に関すること。  

(4) 高齢者等に対する虐待の防止及び早期発見等の権利擁護事業に関するこ  

と。  

(5) 包括的及び継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。  

(6) 前各号に掲げる業務のほか、市長が必要と認める高齢者等に係る支援に  

関すること。  

 （所管）  

第３条 センターは、健康福祉部高齢・障がい福祉課の所管とする。  

 （職員）  

第４条 センターに、センター長その他別表に掲げる資格を有する職員（以下

「センター職員」という。 ) を置く。  

２ センター長には、高齢・障がい福祉課長の職にある者をもって充てる。  

３ センター長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指

揮監督する。  

４ センター職員は、上司の命を受けてセンターの事務を処理する。  

 （委任）  

第５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  
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附 則  

 この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。  
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別表（第４条関係）  

専門職種  専門職種同等資格者  

主任介護支援専門員   次の各号のすべての条件を満たす介  

護支援専門員有資格者  

(1) 実務経験を有する介護支援専門員  

 又は現に介護支援専門員を指導して  

 いる介護支援専門員  

(2) ケアマネジメントリーダー研修受  

 講者  

(3) ケアマネジメントリーダー実務  

 （相談、地域の介護支援専門員へ  

 の支援等）に従事している者  

保健師   地域ケア、地域保健等の経験を有す  

る看護師  

 

社会福祉士   福祉事務所の現業員等の業務経験が  

５年以上又は介護支援専門員の業務経  

験が３年以上で高齢者の保健福祉に関  

する相談援助業務に３年以上従事した  

経験を有する者  

（平成１８年３月３１日 掲示済） 
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津市告示第１３２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年３月１６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年３月１６日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年３月１６日 掲示済）  
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津市告示第１３３号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の  
ように道路の区域を変更した。  
 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般  
の縦覧に供する。  
  平成 18 年 3 月 1７日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
１  路線名  １２２６  栗真町屋町第２８号線  
   道路の区域  

区   域  新旧の別 幅員（ｍ）  延長（ｍ）

津市栗真町屋町字中新畑 576 番 2 から  

 
津市栗真町屋町字中新畑 576 番 2 まで  

 
旧  

 
4.0～6.0 

 

 
37.0 

津市栗真町屋町字中新畑 576 番 2 から  

 
津市栗真町屋町字中新畑 576 番 2 まで  

 
新  

 
3.2～3.4 

 
26.0 

 

 
２  路線名  １２３５  栗真町屋町第３６号線  
   道路の区域  

区   域  新旧の別 幅員（ｍ）  延長（ｍ）

津市栗真町屋町字南浜 1337 番 1 から  

 
津市栗真町屋町字南浜 1371 番 4 まで  

 
旧  

 
4.0～12.0 

 

 
65.0 

津市栗真町屋町字南浜 1337 番 1 から  

 
津市栗真町屋町字南浜 1371 番４まで  

 
新  

 
4.0～6.6 

 
67.0 

 

（平成１８年３月１７日 掲示済）  
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津市告示第１３４号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の  
ように道路の供用を開始した。  
 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般  
の縦覧に供する。  
  平成 18 年 3 月 1７日  

 
津市長 松 田 直 久  

 

整理番号  路 線 名  供用開始の区間  供用開始  
年月日  

津市栗真町屋町字中新

畑５７６番２から  
 

 
１２２６  

 

 
 
栗真町屋町第２８号線  

 
津市栗真町屋町字中新

畑５７６番２から  

 
平成１８年  
３月１７日  

津市栗真町屋町字南浜

１３３７番１から  
 
 
１２３５  

 

 
 
栗真町屋町第３６号線  津市栗真町屋町字南浜

１３７１番４まで  

 
平成１８年  
３月１７日  

（平成１８年３月１７日 掲示済）  
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津市告示第１３５号 

平成１８年産の麦に適用する基準共済掛金率を津市農業共済条例第３７条第

２項の規定により告示する。 

平成１８年３月１７日 

 

津市長  松 田 直 久 

 

農作物

共済の

共済目

的の種

類等 

農作物共

済の共済

事故等に

よる種別 

法 第 １ ０ ７ 条 第 ４ 項 の

規定による危険段階別 

単位 

当た 

り共 

済金 

額 

共  済 

掛金率 

農家負担 

共済掛金 

 率 

1 

危 険 段 階 基 準 共 済 掛 金

設定要領（以下「要領」

という。）により算出し

た平成 10 年産から平成

14 年産までの麦の被害

率の平均 15.0％以上の

組合員等 

128 10.512 4.972176

2 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平 均 が 9.8 ％ 以 上

15.0％未満の組合員等 

128 7.979 3.774067

3 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 5.2％以上 9.8％

未満の組合員等 

128 6.738 3.187074

4 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 2.1％以上 5.2％

未満の組合員等 

128 6.129 2.899017

5 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 2.1％未満の組合

員等 

128 5.256 2.486088

麦１類 法第１ 

０６条 

第１項 

第１号 

に規定 

する金 

額を共 

済金額 

とする 

農作物 

共済 

１

０

０

分

の

３

０

 

平成 18 年産の麦より新

しく加入する組合員等 

 

128 6.539 3.092947
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1 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 15.0％以上の組

合員等 

128 7.454 3.592828

2 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平 均 が 9.8 ％ 以 上

15.0％未満の組合員等 

128 5.658 2.727156

3 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 5.2％以上 9.8％

未満の組合員等 

128 4.778 2.302996

4 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 2.1％以上 5.2％

未満の組合員等 

128 4.346 2.094772

5 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 2.1％未満の組合

員等 

128 3.727 1.796414

１

０

０

分

の

４

０

 

平成 18 年産の麦より新

しく加入する組合員等 

 

128 4.637 2.401966

1 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 15.0％以上の組

合員等 

16.675 7.737200

2 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平 均 が 9.8 ％ 以 上

15.0％未満の組合員等 

 12.657 5.872848

3 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 5.2％以上 9.8％

未満の組合員等 

 10.689 4.959696

法第１

５０条

の３の

３第１

項に規

定する

金額を

共済金

額とす

る農作

物共済 

１

０

０

分

の

１

０

4 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 2.1％以上 5.2％

未満の組合員等 

 9.723 4.511472
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5 

要 領 に よ り 算 出 し た 平

成 10 年産から平成 14 年

産 ま で の 麦 の 被 害 率 の

平均が 2.1％未満の組合

員等 

 8.338 3.868832

 

平成 18 年産の麦より新

しく加入する組合員等 

 

 10.373 4.813072

１

０

０

分

の

３

０

   6.539 3.092947

法第１

０６条

第１項

第１号

に規定

する金

額を共

済金額

とする

農作物

共済 

１

０

０

分

の

４

０

   4.637 2.401966

麦２類 

 

麦５類 

法第１

５０条

の３の

３第１

項に規

定する

金額を

共済金

額とす

る農作

物共済 

１

０

０

分

の

１

０

   10.373 4.813072

（平成１８年３月１７日 掲示済） 
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津市告示第１３６号  
 津市個人情報保護条例第４６条第１項の規定に基づく出資法人等の指定につ

いて次のように定める。  
  平成１８年３月１７日  

 
                      津市長 松 田 直 久  

 
 津市個人情報保護条例第４６条第１項の規定に基づく出資法人等の指定  
 津市個人情報保護条例（平成１８年津市条例第２４号）第４６条第１項の市

長が別に定めるものを次のように定める。  
 津市土地開発公社  
 社会福祉法人津市社会福祉事業団  
 財団法人津市社会教育振興会  
 株式会社津市伊勢湾ヘリポート  
 青山高原保健休養地管理株式会社  
 社会福祉法人津市社会福祉協議会  
 社団法人津市シルバー人材センター  
                  （平成１８年３月１７日 掲示済）  
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津市告示第１３７号 

 平成１８年津市告示第７２号の一部を次のように改正し、平成１８年１月３１日から

適用する。 

  平成１８年３月１７日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

表中「社会福祉法人里山学園」を「社会福祉法人里山学院」に、 

「｜社会福祉法人三重清暉会みのり苑 ｜ 法人                     ｜」を 

「 社会福祉法人三重清暉会みのり苑  法人 

三重県いなば園          国又は地方公共団体の機関 」に 

改める。 

（平成１８年３月１７日 掲示済） 
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津市告示第１３８号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年３月１７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年３月１７日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年３月１７日 掲示済）  
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津市告示第１３９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年３月２０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年３月２０日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年３月２０日 掲示済）  
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津市告示第１４０号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年３月２２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年３月２２日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年３月２２日 掲示済）  

 

125



津市告示第１４１号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年３月２３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年３月２３日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年３月２３日 掲示済）  
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津市告示第142号

　　平成１８年３月２４日

　(平成１８年３月２４日　掲示済）

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。

　その関係図面は、津市建設部建設管理課において告示の日から２週間一般の縦

覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津市長　松　田　直　久　

整理番号 路　線　名 供 用 開 始 の 区 間
供用開始
年月日

144 太郎生旧道線

津市美杉町太郎生字西ノ垣
内９９５番１から 平成１８年
津市美杉町太郎生字南谷１
１０１番３まで

3月24日
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津市告示第１４３号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第

２５２条の１４第２項の規定に基づき、平成１８年３月２６日をもって津市と

阿左美水園競艇組合との間におけるモーターボート競走施行に伴う場間場外発

売事務の管理及び執行の委託を廃止する。  
平成１８年３月２４日  

津市長 松 田 直 久  
（平成１８年３月２４日 掲示済）  
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津市告示第１４４号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第

２５２条の１４第２項の規定に基づき、平成１８年３月２６日をもって津市と

阿左美水園競艇組合との間におけるモーターボート競走施行に伴う場間場外発

売事務の管理及び執行の受託を廃止する。  
平成１８年３月２４日  

津市長 松 田 直 久  
（平成１８年３月２４日 掲示済）  
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津市告示第１４５号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年３月２４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年３月２４日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年３月２４日 掲示済）  
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津 市 告 示 第 １ ４ ６ 号  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ５ ２ 条 の １ ４ 第 １ 項 の

規 定 に 基 づ き 、 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 施 行 に 伴 う 場 間 場 外 発 売 事 務 の 管

理 及 び 執 行 を 次 の 規 約 に よ り み ど り 市 に 委 託 す る 。  

平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日  

津 市 長  松  田  直  久  

 

記  

別 紙 の と お り  
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別  紙  

 

      津 市 と み ど り 市 と の 間 に お け る モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 施 行 に 伴 う

場 間 場 外 発 売 事 務 の 委 託 に 関 す る 規 約  

 

  （ 委 託 事 務 の 範 囲 ）   

第 １ 条  津 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。 )  は 、 甲 が 実 施 す る モ ー タ ー ボ ー

ト 競 走 の う ち み ど り 市 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。 )  と の 協 議 に よ り 別 に

定 め る モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 の 施 行 に 伴 う 場 間 場 外 発 売 場 に お け る 場

外 発 売 事 務 （ 以 下 「 委 託 事 務 」 と い う 。 )  の 管 理 及 び 執 行 を 地 方 自

治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ５ ２ 条 の １ ４ 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 乙 に 委 託 す る 。 た だ し 、 委 託 事 務 を 行 う 場 間 場 外 発 売 場 に

つ い て は 、 甲 、 乙 協 議 の 上 、 別 に 定 め る も の と し 、 勝 舟 投 票 券 の 払

戻 及 び 返 還 場 所 に つ い て は 、 乙 が 指 定 す る 場 所 と す る 。  

２  前 項 た だ し 書 に 定 め る 場 間 場 外 発 売 場 に お け る 勝 舟 投 票 券 を 発 売

す る 日 に つ い て は 、 甲 、 乙 協 議 の 上 、 別 に 定 め る 。  

  （ 経 費 の 負 担 ）  

第 ２ 条  甲 は 、 委 託 事 務 の 管 理 及 び 執 行 に 要 す る 経 費 を 乙 に 交 付 す る

も の と し 経 費 の 内 訳 、 金 額 及 び 交 付 の 時 期 に つ い て は 、 甲 、 乙 協 議

の 上 、 別 に 定 め る も の と す る 。  

２  乙 は 、 前 項 の 協 議 に 当 た っ て 、 委 託 事 務 に 要 す る 経 費 の 積 算 根 拠

を 明 ら か に し た 書 類 を 甲 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 予 算 の 執 行 ）  

第 ３ 条  乙 は 、 委 託 事 務 の 管 理 及 び 執 行 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 、 毎 年

度 乙 の モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 に 係 る 会 計 の 歳 入 歳 出 予 算 に お い て

分 別 し て 計 上 す る も の と す る 。  

  （ 決 算 の 場 合 の 措 置 ）  

第 ４ 条  乙 は 、 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 、 決 算 の 要

領 を 告 示 し た と き は 、 同 時 に 当 該 決 算 の 委 託 事 務 に 関 す る 部 分 を 甲

に 通 知 す る も の と す る 。  

  （ 損 害 の 賠 償 ）  

第 ５ 条  乙 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、

乙 に お い て そ の 賠 償 の 責 め を 負 う も の と し 、 甲 の 責 め に 帰 す べ き 事
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由 に よ っ て 乙 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、 甲 は そ の 賠 償 の 責 め を 負 う も

の と す る 。  

  （ 定 め の な い 事 項 の 協 議 ）  

第 ６ 条  こ の 規 約 に 定 め の な い 事 項 が 生 じ た 場 合 は 、 そ の 都 度 、 甲 、

乙 協 議 の 上 、 定 め る も の と す る 。  

  （ 条 例 等 改 正 の 場 合 の 措 置 ）  

第 ７ 条  委 託 事 務 の 管 理 及 び 執 行 に つ い て 適 用 さ れ る 乙 の 条 例 及 び 規

則 そ の 他 の 規 程 の 全 部 若 し く は 一 部 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に お い

て は 、 乙 は 、 あ ら か じ め 、 甲 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

   附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日  掲 示 済 ）  
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津 市 告 示 第 １ ４ ７ 号  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ５ ２ 条 の １ ４ 第 １ 項 の

規 定 に 基 づ き 、 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 施 行 に 伴 う 場 間 場 外 発 売 事 務 の 管

理 及 び 執 行 を 次 の 規 約 に よ り み ど り 市 か ら 受 託 す る 。  

平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日  

津 市 長  松  田  直  久  

 

記  

 別 紙 の と お り  
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別  紙  

 

      み ど り 市 と 津 市 と の 間 に お け る モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 施 行 に 伴 う

場 間 場 外 発 売 事 務 の 委 託 に 関 す る 規 約  

 

  （ 委 託 事 務 の 範 囲 ）   

第 １ 条  み ど り 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。 )  は 、 甲 が 実 施 す る モ ー タ ー

ボ ー ト 競 走 の う ち 津 市 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。 )  と の 協 議 に よ り 別 に

定 め る モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 の 施 行 に 伴 う 場 間 場 外 発 売 場 に お け る 場

外 発 売 事 務 （ 以 下 「 委 託 事 務 」 と い う 。 )  の 管 理 及 び 執 行 を 地 方 自

治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ５ ２ 条 の １ ４ 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 乙 に 委 託 す る 。 た だ し 、 委 託 事 務 を 行 う 場 間 場 外 発 売 場 に

つ い て は 、 甲 、 乙 協 議 の 上 、 別 に 定 め る も の と し 、 勝 舟 投 票 券 の 払

戻 及 び 返 還 場 所 に つ い て は 、 乙 が 指 定 す る 場 所 と す る 。  

２  前 項 た だ し 書 に 定 め る 場 間 場 外 発 売 場 に お け る 勝 舟 投 票 券 を 発 売

す る 日 に つ い て は 、 甲 、 乙 協 議 の 上 、 別 に 定 め る 。  

  （ 経 費 の 負 担 ）  

第 ２ 条  甲 は 、 委 託 事 務 の 管 理 及 び 執 行 に 要 す る 経 費 を 乙 に 交 付 す る

も の と し 経 費 の 内 訳 、 金 額 及 び 交 付 の 時 期 に つ い て は 、 甲 、 乙 協 議

の 上 、 別 に 定 め る も の と す る 。  

２  乙 は 、 前 項 の 協 議 に 当 た っ て 、 委 託 事 務 に 要 す る 経 費 の 積 算 根 拠

を 明 ら か に し た 書 類 を 甲 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 予 算 の 執 行 ）  

第 ３ 条  乙 は 、 委 託 事 務 の 管 理 及 び 執 行 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 、 毎 年

度 乙 の モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 に 係 る 会 計 の 歳 入 歳 出 予 算 に お い て

分 別 し て 計 上 す る も の と す る 。  

  （ 決 算 の 場 合 の 措 置 ）  

第 ４ 条  乙 は 、 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 、 決 算 の 要

領 を 告 示 し た と き は 、 同 時 に 当 該 決 算 の 委 託 事 務 に 関 す る 部 分 を 甲

に 通 知 す る も の と す る 。  

  （ 損 害 の 賠 償 ）  

第 ５ 条  乙 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、

乙 に お い て そ の 賠 償 の 責 め を 負 う も の と し 、 甲 の 責 め に 帰 す べ き 事
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由 に よ っ て 乙 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、 甲 は そ の 賠 償 の 責 め を 負 う も

の と す る 。  

  （ 定 め の な い 事 項 の 協 議 ）  

第 ６ 条  こ の 規 約 に 定 め の な い 事 項 が 生 じ た 場 合 は 、 そ の 都 度 、 甲 、

乙 協 議 の 上 、 定 め る も の と す る 。  

  （ 条 例 等 改 正 の 場 合 の 措 置 ）  

第 ７ 条  委 託 事 務 の 管 理 及 び 執 行 に つ い て 適 用 さ れ る 乙 の 条 例 及 び 規

則 そ の 他 の 規 程 の 全 部 若 し く は 一 部 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に お い

て は 、 乙 は 、 あ ら か じ め 、 甲 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

   附  則  

  こ の 規 約 は 、 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日  掲 示 済 ）  
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